
群馬労働局の取組 トピックス
（就活ハラスメント及びカスタマーハラスメント対策）

発信者 雇用環境・均等室

〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① 就活ハラスメント対策

雇用環境・均等室

ハラスメントを受けた学生にとって大きな心理的ダメージとなるだけでなく、
企業にとっても、

が生じる重大な問題です。

労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針においては、
就活ハラスメントを防止することが望ましいと明記されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001060585.pdf


② カスタマーハラスメント対策

雇用環境・均等室

▶▶お問い合わせは、群馬労働局雇用環境・均等室（電話 027－896－4739）まで◀◀

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らし
て、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手
段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

企業においては、カスタマーハラスメント対策を進めることで、前向きな効果が期待でき、
カスタマーハラスメント対策に取り組む異議は大きいと考えられます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/cusuhara_manual.pdf
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/

